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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年７月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２６年３月８日 ０４時４０分ごろ 

発生場所 長崎県平戸市南風
は え の

埼（平戸瀬戸） 

 南風埼灯台から真方位００３°１１０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２２.３′ 東経１２９°３４.１′） 

事故調査の経過  平成２６年３月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 大豊
たいほう

丸、４９８トン 

 １３４５９６、古川海運有限会社、独立行政法人鉄道建設・運輸施

設整備支援機構 

 ７２.０１ｍ×１２.７０ｍ×７.２５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成７年１０月２２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４５歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１８年３月２０日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年３月２５日 

  免状有効期間満了日 平成２７年４月４日 

一等航海士 男性 ７１歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４２年３月２４日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年１２月１１日 

  免状有効期間満了日 平成３１年５月１７日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に擦過傷、凹損及び破口、右舷ビルジキールに擦過傷 

 事故の経過  本船は、船長、一等航海士及び二等航海士ほか１人が乗り組み、船

首約１.８５ｍ、船尾約３.２５ｍの喫水で福岡県倉
くら

良
ら

瀬戸を通過した

後、平成２６年３月８日００時ごろ一等航海士が船長から船橋当直を

引き継いだ。 

 二等航海士は、船橋当直及び狭水道航行の勉強のため、当直時間で

はなかったものの、０１時ごろ福岡県福岡市玄界
げんかい

島沖で昇橋した。 

 船長は、日頃から、平戸瀬戸などの狭水道航行時には、操船指揮を
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執るため、約３海里（Ｍ）手前で船長を呼ぶよう、乗組員に指示して

いた。 

 一等航海士は、平戸瀬戸の航行経験が豊富であったことから、休憩

中の船長を休ませようと思い、船長を呼ばずに平戸瀬戸に入った。 

 一等航海士は、操舵スタンド後方に立って手動操舵に当たり、ＧＰ

Ｓプロッター及び１.５Ｍレンジとしたレーダーを作動させ、平戸瀬

戸北口の二目
ふ た め

照射灯東方沖において、平戸市黒子
く ろ こ

島の島影を目視で確

認し、同島東方沖を南進するため、黒子島東端付近に向かう針路とし

て約１０ノット（kn）の対地速力で南進した。 

 一等航海士は、平成２６年２月末頃に平戸瀬戸を北進した際、黒子

島の東側において、工事区域を示す多数の標識灯が点灯され、作業船

が工事を行い、可航幅が狭くなっている状況を視認しており、その

後、運航者からファックスで平戸瀬戸の黒子島東側における工事が終

了している旨の連絡を受けていた。 

 本船は、黒子島北北東方沖を南進中、一等航海士が、左舷船首方に

視認した南風埼灯台（灯質：群閃白光、毎６秒に２閃光）及び小田
こ だ

助瀬
す け せ

灯標（灯質：モールス符号赤光、毎８秒にＢ（－・・・））の灯

光を黒子島東側における工事区域を示す標識灯の灯光と思い、２つの

灯光を右に見て航行しようとし、黒子島の東南東方０.３Ｍ付近にあ

る平戸瀬戸東岸の南風埼灯台の東方に向けて左転を始めた。 

 一等航海士は、本事故時、黒子島東側における工事が終了している

ことを覚えていたが、南風埼灯台及び小田助瀬灯標の灯光が見え始め

たとき、２つの灯光が黒子島の東側近くに見えたことから、工事区域

を示す標識灯が２つだけ撤去されずに残っているものと思った。 

 本船は、黒子島東方において、南風埼灯台の東方に向けて左転しな

がら南進中、一等航海士が、二等航海士から陸が近いと言われてレー

ダーで確認したところ、南風埼北方の陸岸に接近していることに気付

き、右舵一杯を取ったものの、０４時４０分ごろ南風埼北方の浅瀬に

乗り揚げた。 

 本船は、船舶所有者が手配したタグボートに引き下ろされ、自力航

行で平戸市川内
か わ ち

湾に錨泊して応急修理を行った後、山口県柳井
や な い

市の造

船所に向かった。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の中央期、波高 約１ｍ 

 その他の事項 

 

 一等航海士は、これまでに平戸瀬戸を約３０～４０回航行した経験

があり、平戸瀬戸を本船で航行したのは本事故時が３回目であった。 

 一等航海士は、平戸瀬戸を航行する際、ＧＰＳプロッターのコース

ラインに沿うように航行していたが、本事故時、黒子島東側における

工事区域を示す標識灯と思った南風埼灯台及び小田助瀬灯標を回避す
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ることに気を取られ、ＧＰＳプロッターを見ていなかった。 

 一等航海士は、黒子島東側における工事期間中に平戸瀬戸を航行し

たのは１回だけであったが、工事区域を示す標識灯（灯質：黄光、３

秒１閃光同期点滅）が多数設置されており、工事の印象が強く残って

いた。 

 二等航海士は、約３０年間、約１９トンの漁船に甲板員として乗船

しており、平成２５年４月から内航船に乗船するようになり、本事故

時、内航船での航海当直の経験が約８か月であった。 

 二等航海士は、平成２６年３月２日に本船へ雇入れされており、黒

子島東側における工事の状況については知らなかった。 

 二等航海士は、一等航海士がベテランだと聞いていたことから、一

等航海士の操船模様を楽観的に見ていた。 

（写真１ ＧＰＳプロッター 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、平戸瀬戸の黒子島北北東方沖を南進中、一等航海士が、南

風埼灯台及び小田助瀬灯標の灯光を黒子島東側における工事区域を示

す標識灯の灯光と思い込み、２つの灯光を右に見て航行しようとし、

平戸瀬戸の東岸にある南風埼灯台の東方に向けて左転したことから、

南風埼北方の浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、平戸瀬戸の黒子島北北東方沖を南進中、

一等航海士が、南風埼灯台及び小田助瀬灯標の灯光を黒子島東側にお

ける工事区域を示す標識灯の灯光と思い込み、２つの灯光を右に見て

航行しようとし、平戸瀬戸の東岸にある南風埼灯台の東方に向けて左

転したため、南風埼北方の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・狭水道航行時には、船長に報告を行い、船長が操船指揮を執るこ

と。 

・航行中はＧＰＳプロッター及びレーダーを使用し、コースライ

ン、船位、船首方位等を適時に確認すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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二目照射灯 

南風埼灯台 

小田助瀬灯標 

本船：約１０kn 

事故発生場所 

（平成２６年３月８日  

０４時４０分ごろ発生） 

長崎県平戸市 

平戸瀬戸 
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写真１ ＧＰＳプロッター 

 

 

 
コースライン（緑色の線） 
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